
　　

次の全てを満たす事業者

・県内で客席を設けて食事を提供する飲食店を営む中小企業者（宿泊業を除く）

・「秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証」（県認証）の申請をしている者

※補助対象となる店舗は、県認証を取得するために設備を導入した店舗のみとなります。

　

　

問い合わせ先

秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証事務局

〒０１０－０９５１　秋田市山王４丁目１番２号（秋田地方総合庁舎２階）

電話　０１８－８６０－２７４６

   ※締切日　午後５時必着

上限額　１店舗あたり３０万円（補助率：４／５以内）

　※複数店舗の設備導入を行う場合も店舗ごとに上限30万円になります。

令和３年４月１日（木）から令和４年２月２８日（月）

別紙対象設備の一覧の導入にかかる費用（配送費及び古い設備の処分費は除く）

・飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金交付申請（新型コロナ対策認証枠）（様式第６号）

・購入設備等の納品書又は納品日及び納品内容（数量等）が確認できる書類

・購入設備等の請求書又は請求額及び請求内容（数量等）が確認できる書類

・購入設備等の領収書又は、支払いしたことが確認できる書類

・購入した設備の設置状況がわかる写真

・請求書（交付要綱様式第１２号）

・口座振込先通帳の写し

申請受付期間 令和3年 5月28日(金) ～令和4年 2月28日(月)

飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金
（新型コロナ対策認証枠）

「秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証」を
取得するための設備導入を支援します！

対 象 者

補助金額

補助対象期間

補助対象経費

提出書類


